
 

 

令和８年度 埼玉県里親フォスタリング事業 業務委託仕様書 

 
 埼玉県（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託する業務内容

は、次のとおりとする。  

 

１ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 業務の目的 

 全てのこどもは、適切に養育され、その生活を保障されること、また、心身の健やか

な成長及び発達並びにその自立が図られることなどその他の福祉を等しく保証される権

利を有している。 

 こどもを家庭において養育することが困難であり又は適当でない場合にあっては、家

庭における養育環境と同様の環境において継続的に養育されるよう、養子縁組や、里親

又はファミリーホーム(以下「里親等」という。)への委託を一層推進していくものとす

る。 

 このため、県は、里親支援等に向けた専門的な取組を進める施設や、児童相談所など

の関係機関との関係づくりに取り組んでいる施設と連携して、施設の特徴や強みを活か

しながら、質の高い里親支援として里親フォスタリング事業を推進していくものとす

る。もって、児童養護施設や乳児院における高機能化や多機能化を図り、里親やファミ

リーホームの支援体制の構築を促進していく。 

 

３ 支援対象 

  本事業の支援対象は、里親、里親登録を希望する者及びそれらの家族並びに委託児童

とする。 

 

４ 業務内容 

 乙は、関係法令及び「里親委託ガイドラインについて」（【一部改正】平成３０年３

月３０日付け子発０３３１第１０号厚生労働省子ども家庭局通知）、「児童相談所運営

指針」（【一部改正】令和４年３月３０日付け子発０３３０第５号厚生労働省子ども家

庭局長通知）、「フォスタリング機関（里親養育包括支援機関）及びその業務に関する

ガイドラインについて」（平成３０年７月６日付け子発０７０６第２号厚生労働省子ど

も家庭局長通知）を踏まえ、甲と協議の上、以下の業務を行う。 

 また、乙と児童相談所の役割については、別添「フォスタリング事業 イメージ図」

のとおりとする。 

 



 

 

（１）里親の新規開拓及びリクルート活動 

  広報計画を策定し、普及啓発活動を行う。リクルート活動は、制度の周知のみ

ならず、里親登録につながる候補者を獲得することを目的とする。 

  リクルートの結果、里親登録候補者となった家庭には、個別に訪問を行うな

ど、応募の当初からフォスタリング機関担当者と里親登録候補者の信頼関係を構

築することを意図して関わることで、養育チームとしての一体感を醸成しやすく

するよう努める。 

 

（２）里親研修の実施 

 県内に居住する里親登録希望者を対象に養育里親研修及び養子縁組里親研修の

「基礎研修」、「登録前研修」及び「更新研修」を実施する。詳細については、

「埼玉県里親制度普及促進事業実施要綱(平成２９年４月１日改正)」による。 

【研修科目】以下に掲げる全ての科目について実施する。 

  ①児童福祉論(講義) 

  ②養護原理(講義) 

  ③里親養育論(講義) 

  ④発達心理学(講義) 

  ⑤小児医学(講義) 

  ⑥里親養育援助技術(講義) 

  ⑦里親養育演習(講義・演習) 

  ⑧養育実習(実習) 

なお、実施に当たっては、こども安全課及び児童相談所と相談・調整の上で実施

すること。 

 

 （３）里親登録に向けた実地調査の同行 

 児童相談所長からの要請に基づき、里親登録希望者の家庭を児童相談所の担当者

とともに訪問し、登録者の家庭の状況を把握する。 

 

（４）里親登録後の里親の状況把握 

 児童相談所長からの要請に基づき、県児童福祉審議会を経て里親名簿に登録され

ることとなった里親について、定期的な家庭訪問や電話により状況を把握し、里親

委託及び一時保護委託の候補先として十分な情報提供を行う。 

   

（５）里親への支援 

 児童相談所長からの要請に基づき、必要な情報の提供、助言、研修、その他の援



 

 

助を行う。 

 委託前の交流中の段階では、里親に対し養育上の留意点を伝える等、子供を迎え

る準備を支援する。外泊期間中には、家庭訪問を実施する。 

 以上の支援を行うにあたっては、対象の里親に他の里親支援機関がある場合に

は、当該支援機関との連携に努めること。 

 交流中の様子について、乙は、児童相談所が委託措置決定を行うための情報提供

を行う。 

 里親や里親登録を希望する者及び里親制度に理解を有する者等が集い、情報交換

や養育技術の向上を図る交流会を開催する。 

 

（６）その他 

ア 児童相談所の求めがあった場合には、里親委託会議、里親委託推進に関わる会議

等に出席する。 

イ 乙が所在する地域を管轄とする児童相談所管内における里親制度の普及啓発活動

について、必要な協力を行う。 

ウ 報告書の作成 

 乙は、甲に対して、業務状況を原則として偶数月（令和９年３月分については、

３月３１日まで）に書面により報告する。 

      

５ 業務量の目安 

   ・里親リクルート及び児童相談所の求めによる具体的な里親支援等の活動について 

は、原則として２つ以上の隣接する児童相談所管内を対象とする。 

   ・広報啓発（入門講座等）  

     入門講座の実施 ２回以上 

   ・基礎研修（講義・実習）２回以上 

   ・登録前研修（講義）  １回以上 

   ・更新研修     １回以上 

 

６ 実施体制 

（１）乙は、受託業務を円滑かつ確実に運営するため、契約締結の後、速やかに受託業

務における責任者を指定すること。 

（２）乙は、関係機関との調整を行う里親支援専門相談員を１名以上配置すること。 

 配置する里親支援専門相談員は次のいずれかに該当する者とする。 

ア 社会福祉士 

イ 精神保健福祉士 



 

 

ウ 児童福祉法第１３条第３項各号のいずれかに該当する者 

エ 里親として又は小規模住居型児童養育事業、乳児院、児童養護施設、児童心理

治療施設若しくは児童自立支援施設において子供の養育に５年以上従事した者で

あって、里親制度等への理解及びソーシャルワークの視点を有する者。 

オ 甲がアからエまでに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者 

   なお、（１）及び（２）は兼務も可とする。 

 

７ 委託費 

 ア 委託料上限額 

    ２０，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む） 

 イ 支出対象費目 

 人件費、事務所経費、（報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料等）、  

 一般管理費（事務所経費の１０％以内） 

 

８ 委託費の支払い 

甲は、乙に対して、前期と後期年２回に分けて概算払いにより委託料を支払う。 

  支払の時期については、前期については令和８年４月以降、後期については令和８年

１１月以降とする。 

 

９ 事業実施計画書の提出 

 乙は、甲に対して、甲が定める様式で事業実施計画書（様式１～様式５）を提出し、

承認を得ること。 

 

１０ 関係法令の遵守 

   乙は、児童福祉法その他関係法令を順守すること。 

 

１１ 特記事項 

（１）乙は、業務を遂行する上で、これに携わる担当者を管理監督するとともに、個人

情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第６６条（安全管理措置）、

第６７条（従事者の義務）、第１７６条及び第１８０条（罰則）の規定の内容を周

知し、特に個人情報の保護並びに漏えい防止に関しては周知徹底を図ること。 

（２）乙は、業務上知り得た事項を他人に漏らし、又はこれを委託業務以外に使用して

はならない。また、個人情報等のデータの紛失等が、決してないように厳重に鍵付

き書庫にて保管すること。また、委託業務が終了する場合の電子事務機器における

残存データに関しても必ず責任を持って対応し、それを起因とする漏えいに関して



 

 

は履行期間外でも責任を負うものとする。 

（３）乙は、本件業務を行わなくなった場合又は本件業務を行う上で不要となった場合

は、その取り扱う個人情報が記録された資料等（電磁的記録を含む。）を速やかに

甲に返還しなければならない。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従う

ものとする。 

（４）甲は、乙がこの契約において個人情報の取扱いが不適切と認めたときは契約の解

除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。  

（５）乙は、甲が乙の配置した職員につき本業務の遂行に支障をきたすと判断した場合

には、年度途中であっても変更するなど適切な措置を取るものとする。 

（６）乙は甲に対し、職員の名簿を業務受託後、すみやかに提出する。業務委託期間中

に、職員の変更があった場合には、直ちに変更名簿を提出するものとする。 

（７）甲は、本業務中における職員の事故については一切責任を負わない。 

（８）この仕様書に定めるもののほか、業務の実施に関して必要な事項は、甲・乙が協

議して決定するものとする。 

 


